
災害時の応援に関する協定 

 

財務省北海道財務局（以下「甲」という。）、北海道（以下「乙」という。）及び北海道内の市町村

（以下「丙」）の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長（以下

「丁」という。）は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、災害対策基本法（昭和 36

年法律第 223 号、以下「法」という。）第 74 条の３の規定に基づく甲の乙又は丙に対する応援（以

下「応援」という。）を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、甲、乙及び丙の連携に

より初動時の情報収集、伝達を迅速に実施するほか、甲の乙及び丙への応援による各種業務の実

施により、 乙又は丙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行とともに民生の安定が図られる

ことを目的とする。  

（定義）  

第２条 この協定で、「相当規模の災害」とは、 次の各号に掲げる災害をいう。  

(１) 法第 24 条第１項に規定する非常災害対策本部又は法第 28 条の２に規定する緊急災害対策本

部が設置された災害  

(２) 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）による救助の行われる災害 

(３) 乙に法第 23条に規定する災害対策本部が設置された災害のうち、特に乙が必要と認めるもの 

（被害情報の収集・伝達） 

第３条 相当規模の災害が発生した場合は、甲、乙及び丙相互に連絡し、情報の収集と伝達を行うも

のとする。 

２ 甲、乙及び丙は、予め連絡体制を整備しておくものとする。 

（支援の内容） 

第４条 甲の応援により、甲が支援する業務の内容は、次の各号に掲げる事務及び作業とする。 

(１) 避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等）  

(２) 災害ボランティア及び支援物資等の受付事務  

(３) 有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別等作業 

(４) り災証明書申請受付及び発行に関する事務  

(５) り災建物判定にかかる現地調査補助  

(６) その他乙又は丙の職員の指示に基づく災害応急対策に関する事務及び作業 

（応援の要請） 

第５条 相当規模の災害が発生した場合において、乙又は丙が必要に応じ第４条に定める応援の要請

を行う場合は、甲に対し電話連絡等、口頭により要請を行い、事後速やかに要請内容を記載した

文書を提出するものとする。  

２ 丙からの要請については、乙を経由するものとする。 

（応援の実施） 

第６条 甲は、乙又は丙から第５条に基づく要請を受けたときは、甲における業務継続可能な体制を

考慮した上、可能な応援を行うものとする。 

（自主応援） 

第７条 甲は、乙若しくは被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要が

あると認めるときは、自主的に又は乙との連携により、被災市町村の被災状況等に関する情報収

集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。 

２ 自主応援については、第５条第１項の規定による要請があったものとみなす。 

（費用負担） 

第８条 甲の派遣に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項に関しては、その都度、甲、乙及び丙が協議するものとする。 

 

 

 



附 則 

１ この協定は、平成２６年３月２８日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙及び丁記名押印の上、各自１通を保

有し、丁は丙に対し、その写しを交付するものとする。 

 

平成２６年 ３月２８日 

 

                甲  財務省北海道財務局 

                   北海道財務局長 

 

 

 

                乙  北海道 

                   北海道知事 

 

                    

 

  北海道市長会 

北海道市長会長 

 

                丁 

 

                   北海道町村会 

                   北海道町村会長 

 


